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 岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 19 年３月 30日 

                                            岩手県教育委員会 

                                              委員長 安 藤   厚  

   岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程（平成６年岩手県教育委員会訓令第 15 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

許認可等標準処理日数一覧表 許認可等標準処理日数一覧表 

   

     

 
区 分 事務の名称 法 令 

標準

処理

日数 

経由

機関
経由

日数 

主管

課等
処理

日数

区 分 事務の名称 法 令 

標準

処理

日数 

経由

機関
経由

日数

主管

課等
処理

日数

  ［略］      ［略］      

  ［略］      ［略］      

 

学校教

育 ２ 盲学校

等の指定

の変更 

［略］     

学校教

育 ２ 特別支

援学校の

指定の変

更 

 ［略］     

   ３ 盲者等

の区域外

就学の承

諾 

［略］       ３ 視覚障

害者等の

区域外就

学の承諾

 ［略］     

   ［略］        ［略］      

［略］      ［略］       

３ ［略］ ［略］     ３ ［略］ ［略］     

 

 

 

 

 

 

 

 

    ４ 特別支

援学校の

教員の免

許状への

新教育領

域の追加

教 育 職

員 免 許

法 第 ５

条 の ２

第３項 

25   教職

員課

25

 

教職員 

 

４ ［略］ ［略］    

教職員

５ ［略］ ［略］     

  ５ ［略］ ［略］  ６ ［略］ ［略］ 

   ６ ［略］ ［略］   ７ ［略］ ［略］ 

  ７ ［略］ ［略］  ８ ［略］ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



   附 則 

 この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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